
各分野事務局運営目標の中間報告（案）について

１ 平成２３年度の各分野の運営目標の項目

○ 国出先機関の「丸ごと」移管の実現・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

○ 危機に強く、防災・減災のモデルとなる関西をめざす・・・・・・・・・・２

○ 国内外にわたる観光・交流の関西の実現・・・・・・・・・・・・・・・・５

○ 国内外にわたる観光・交流の関西の実現（山陰海岸ジオパーク）・・・・・ ６

○ 世界に開かれた経済拠点を有する関西・・・・・・・・・・・・・・・・・７

○ 医療における安全・安心ネットワークが確立された関西・・・・・・・・・８

○ 地球環境への対応、持続可能な社会を実現する関西・・・・・・・・・・・９

○ 広域職員研修の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

○ 各種試験の一元化により、事務の効率化をめざす・・・・・・・・・・・・11

２ 今後の予定

○平成２４年１月：達成状況（中間）：総務常任委員会に報告し、連合ＨＰで公開

○平成２４年４月：達成状況（最終）：連合委員会で確認

○平成２４年５月：達成状況（最終）：総務常任委員会に報告し、連合ＨＰで公開                                                         
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国出先機関の「丸ごと」移管の実現【平成 23 年度運営目標 国出先機関対策委員会】

戦略的課題（目指すべ方向性）

◆関西全体の広域行政を担う責任体制を確立する

○国出先機関の事務・権限の受け皿として国と地方の二重行政の解消に取り組む。

○関西全体として、スリムで効率的な行政体制へ転換し、全国に先駆け地方分権の突破口を開く。

施策推進上の目標（実現に向けた今年度の目標）                        計画以上=◎ 概ね計画どおり=○ 計画どおりに進んでいない=×

平成 23 年度運営目標 達成状況（中間）

◆国の出先機関原則廃止（「丸ごと」移管の実現）

・関西広域連合への国出先機関の丸ごと移管に向け、国出先機関対策委員会として、構成府県

知事と協議調整を行い、国に重点的に移管を求める出先機関を決定します。

○

・国に対して最初に「丸ごと」移管を求める出先機関を、近畿地方整備局、近畿経済産業局、近畿

地方整備局の３機関に決定（平成 23年５月）

・「アクション・プラン」推進委員会（第２回）に国出先機関対策委員長が出席し、３機関の早期の

移管実現を要請（平成 23年７月）

・「アクション・プラン」推進委員会（第３回）に連合長・国出先機関対策委員長が出席し、国の後

退姿勢を厳しく糾すとともに、当初の工程に沿って取組が推進されるよう強く要請（平成 23年 10

月）

・地域主権改革における国出先機関の移管推進に関して、連合長等による要請行動を展開（平成 23

年 10 月）

・国出先機関対策委員長名で「改革への抵抗に対する反論」を公表（平成 23年 10 月）

◆関西広域連合の組織・体制の強化

・また、関西広域連合の執行機関や議会の体制強化、広域連合制度そのものの改善など、

丸ごと移管にあたっての諸課題についても、国と検討を行うとともに、必要な法整備を目指し

ます。
○

・関西広域連合本部事務局に「国出先機関対策プロジェクトチーム」を設置（平成 23年６月）

・国出先機関の移管に備え、執行機関については「理事会制」の導入等について方針を固める（平

成 23 年 11 月）一方で、議会においても、総務常任委員会や理事会等が設置（８月）されたことに

加え、議会事務局に専任職員が配置（同９月）されるなど、可能なものから前倒しでガバナンス強

化に着手

・国から示された、広域連合のガバナンスの在り方や移譲事務・権限の取扱い等をはじめとする「広

域的実施体制の基本的枠組みに係る検討課題」に対して、関西広域連合としての考え方をとりまと

め公表（平成 23年 11 月）

達成状況（中間）の総合評価 取組みを踏まえた今後の課題

・国出先機関対策については、平成 23 年６月から専任職員によるプロジェクトチームを立ち上げて

以降、取組を加速させ、関係出先機関の事務・権限等に関する調査や移管メリットの検討、人員移

管に関する課題整理やステークホルダーへの支援要請を行うなど、円滑な移管実施に向けて取組を

深化させるとともに、広域連合のガバナンス強化をはじめとする広域的実施体制の枠組みに係る諸

課題に対する基本的な対応方針についても、国と調整を図りながら広域連合としての合意形成を図

ってきたところである。

・本年９月以降において、国出先機関の移管に対する政府の取組姿勢の後退を懸念し、10 月に連合

長を筆頭に関係省庁に対する要請行動を行うとともに、国出先機関対策委員長名で「改革への抵抗

に対する反論」を公表するなど、国への主張・反論を通じて、野田総理から、来年の通常国会への

関連法案提出に向けて準備を進める旨の決意表明を引き出した。

・国においては広域的実施体制の全体像のとりまとめに向けて作業が進められており、広域連合の意向が

これにしっかりと反映されるよう、今後も引き続き国との協議・調整に臨んでいく。また、来年の通常国

会に法案が提出されれば、広域連合の執行体制の更なる強化をはじめ、移譲事務・権限等に係る新たな執

行システムの構築や人員移管に係る諸課題に体制整備を行いつつ対応していく。
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危機に強く、防災・減災のモデルとなる関西をめざす【平成 23 年度運営目標 広域防災分野】

戦略的課題（目指すべ方向性）
構成府県の防災に係る資源を活用し、そのネットワーク化を図ることにより、関西全体の安全・安心を向上させ、国内のみならず世界の防災・減災モデル“関西”をめざ

す。

施策推進上の目標（実現に向けた今年度の目標）                          計画以上=◎ 概ね計画どおり=○ 計画どおりに進んでいない=×

平成 23年度運営目標 達成状況（中間）

◆大規模広域災害への対応

・国内（関西以外）で大規模広域災害が発生した場合には、東日本大震災等への対応を踏まえ

機動的に応援を行う。また、関西で大規模災害が発生した場合には、広域連合内の応援だけで

なく、全国からの応援を速やかに受け入れられるようにする。

◎

【東日本大震災被災地支援】

・東日本大震災が発災した翌々日の３月 13 日に、構成府県の知事が一堂に会する広域連合委員会

を開催し、次のことを決定した。

①カウンターパート方式による応援担当府県の決定

②現地連絡所の設置

③支援対策にかかる緊急声明の発表

・決定した方針に基づき、構成府県が迅速かつ機動的で継続性の持った責任ある支援を展開し、多

方面から高い評価を受けている。

＜東日本大震災への支援（平成 23年３月～）＞

  人的支援：延べ 54,589 人、物的支援：食料 57万食、飲料水 46万本等、

避難者受入：4,497 人 ※平成 23 年 12 月 1 日現在

【台風第 12 号被災地支援】

・９月上旬、日本各地に大きな影響を与えた台風第 12号は、近畿地方、とりわけ、和歌山県及び

奈良県に甚大な被害をもたらした。

・情報収集のため同県に職員を派遣するとともに、被害状況や現地のニーズ等を踏まえ、迅速に飲

料水や仮設トイレ等の物的支援を行った。

・９月末からは、同県内の公共土木施設等の復旧を支援するため、構成府県はもとより、関西４政

令市、関西管内市町村、九州地方知事会の協力を得て、和歌山県、奈良県に対し、職員派遣（平成

23年 12 月現在 27人）を行っている。

◆関西広域防災計画の策定

・大規模広域災害に対し、関西がとるべき対応方針等を定めた「関西広域防災計画」を策定す

る。

○

・有識者等からなる関西広域防災計画策定委員会及び同委員会内に広域応援専門部会、被害想定専

門部会、原子力災害対策専門部会を設置し、計画案について検討するとともに、パブリックコメン

トを実施するなど多方面から意見を聞きながら計画策定作業を進めている。

＜検討状況＞

・関西広域防災計画策定委員会（３回開催）

・広域応援専門部会（３回開催）、被害想定専門部会（１回開催）、原子力専門部会（３回開催）

・幹事会（構成府県等との協議）（３回開催）
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◆災害発生時の広域応援・受援体制の構築

◇関西広域応援・受援実施要綱の作成

・関西広域連合が実施する広域応援・受援の具体的な手続きを定めた「関西広域応援・受援

実施要綱」を作成する。
○

・関西防災・減災プランの素案作成を契機に、同プランの具体的な手続き等を定める関西広域応援・

受援実施要綱の作成作業に着手し、検討を進めている。

＜協議状況＞

・連絡調整会議（１回開催）

◇災害時帰宅支援ステーション事業

・コンビニエンスストア、外食事業者等と「災害時における帰宅困難者に対する支援に関す

る協定」を締結し、同事業の普及啓発を図る。 ○

・災害時の帰宅困難者対策として、関西広域機構が展開していた帰宅支援ステーション事業を関西

広域連合が引継ぎ、関西広域連合と事業者との間で協定を締結した。

【協定締結式（平成 23年９月 22日）】

・協定内容（トイレ、水道水、通行可能な道路情報の提供）

・事業者（コンビニ事業者 10社、外食事業者 11社、その他４社 計 25社）

◇地震・津波発生時の津波対策検討（運営目標になかった事務）

・地震・津波が発生した際の避難場所としての鉄道施設の活用、旅客の避難誘導、地下街へ

の浸水に対する避難のあり方について検討し、結論をまとめる。 ○

・東日本大震災の津波被害の甚大さに鑑み、東海・東南海・南海地震による津波の人的被害を最小

限に抑えるため、関係者による検討会を実施し、検討を進めている。

＜協議状況＞

・検討会議（１回開催）

・作業部会（１回開催）

◇原子力事業者との協定（運営目標になかった事務）

・原子力事業者と原子力発電所周辺地域の安全確保に向けた情報提供等に関する協定を締結

する。
○

・関西電力、四国電力、中国電力等の事業者に対し、安全確保に向けた情報提供の徹底などを内容

とする協定締結、協議の場の設定等の申し入れを実施し、協定締結に向けた協議を行っている。

＜協議状況＞

・関西電力との協議（２回）

◇遠隔地域との相互応援協定（運営目標になかった事務）

・九州地方知事会と災害時の相互応援に関する協定を締結する。

○

・関西広域連合及び九州地方知事会の構成府県において大規模広域災害が発生した際、相手方の連

合組織の構成府県の応援を受けることにより、被災府県における災害対策等を迅速かつ円滑に実施

するため協定を締結した。【調印式（平成 23 年 11 月 21 日）】

＜協定の特徴＞

・全国初の地方ブロック間の相互応援協定

・カウンターパート方式による応援を導入

・被害が甚大で応援要請が困難と見込まれる場合、応援要請がなくとも出動

◆関西広域応援訓練の実施

・広域災害に対する体制の強化を図るため、関西が一体となった訓練を実施する。

○

・次のことを目的に関西広域応援図上訓練を実施した。

①関西防災・減災プラン（仮称）の骨子案に沿った対応の確認、プランへの反映

②広域防災局要員の対応能力の向上

③府県要員の対応能力の向上

＜訓練内容＞

・実施日時（平成 23年 10 月 30 日）

・訓練想定（南海トラフを震源としたＭ8.6 の地震が発生。三重県、和歌山県、徳島県で震度６強

を観測し、沿岸部では大津波が発生し甚大な被害が発生。）

＜協議状況＞

・連絡調整会議（４回開催）

◆救援物資の備蓄等の検討・実施

・災害発生直後に必要となる食料等救援物資の集積・配送体制を整備するため、「物資集積・配

送マニュアル」を作成する。

○

・各構成府県の意見を整理し、「物資集積・配送マニュアル」の作成に向けて、検討を進めている。

＜協議状況＞

・連絡調整会議（１回開催）
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施策推進上の目標（実現に向けた今年度の目標）

平成 23年度運営目標 達成状況（中間）

◆防災分野の人材育成

・防災研究・研修機関等の実施する研修に構成団体の職員が参加する等、計画的な人材育成を

行う。

○

・防災研究・研修機関の実施する研修への参加推奨に加え、関西広域連合主催の防災部局職員を対

象とした新たな研修の実施計画を平成 23年 6月に策定し、これに基づき研修を実施している。

＜開催状況＞

・家屋被害認定士養成研修の実施（平成 23 年 11 月）

・基礎研修（徳島県）の実施（平成 23年 12 月）

＜協議状況＞

・連絡調整会議（３回開催）

◆感染症のまん延その他の緊急事態に係る構成団体間の連携・調整

・新型インフルエンザ等の感染症のまん延その他の緊急事態への広域的な対処に係る構成府県

間の連携・調整の体制を整備する。
○

・関西防災・減災プランの感染症対策編を検討するため、その構成、記載内容等について検討した。

・平成 24年度策定予定。

＜協議状況＞

・連絡調整会議（２回開催）（新型インフルエンザ、口蹄疫 各１回）

◆広域防災に関する調査研究

・関西における広域防災に関する諸課題の解決に向け、構成団体の参加を得て調査研究を行う。

今年度は、調査研究を進めていくテーマについて検討する。
○

・本格的な連動型地震の津波被害想定調査の実施に向けて、構成府県で検討を実施した。

・国等の動向等を踏まえ、平成 24年度に被害想定調査を実施する。

＜協議状況＞

・連絡調整会議（２回開催）

達成状況（中間）の総合評価 取組みを踏まえた今後の課題

・大規模広域災害への対応として、東日本大震災被災地支援は、カウンターパート方式により、スピ

ード感と責任感をもった継続的な支援を実施し、被災地内外から高い評価をいただくなど一定の成果

を得た。また、台風第 12 号被災地支援についても、いち早く、被災地に職員を派遣し、被災地ニー

ズに即した支援を的確に実施できた。

・関西広域防災計画（「関西防災・減災プラン」）の策定にあたっては、東日本大震災や台風第 12 号

に対する被災地支援を踏まえ、有識者からなる関西広域防災計画策定委員会での検討などを積み重ね

ながら、実効性のある計画となるように努めているところである。

・災害発生時の広域応援・受援体制の構築については、当初予定していた関西広域応援・受援実施要

綱の作成や災害時帰宅支援ステーション事業に取り組むとともに、新たに地震・津波発生時の津波対

策検討、原子力事業者との協定について取り組むことになり、現在検討を進めている。また、遠隔地

域でのある九州地方知事会との相互応援協定については、11 月 21 日に締結することができた。

・その他、関西広域応援訓練については、10 月 30 日に実施し、その訓練成果は、関西広域応援・受

援実施要綱等に反映させていくことにしている。

・その他、救援物資の備蓄等の検討・実施、防災分野の人材育成、感染症のまん延その他の緊急事態

に係る構成団体間の連携・調整及び広域防災に関する調査研究の分野においても順調に取り組みを進

めている。

・総じて、危機に強く、防災・減災のモデルとなる「関西」の実現に向け、着実に取り組んでいると

評価している。

・「関西防災・減災プラン」や「関西広域応援・受援実施要綱」に定める事項の実効性の確保が課題であ

る。来年度予定している大規模な図上訓練の検証を踏まえ、プラン及び要綱の見直しを行っていく。

・また、平成 23年度は、緊急性の高い「地震・津波災害対策編」及び概括的・骨格的な「原子力災害対

策編」を策定するが、今後も国の動向を踏まえ、修正を行うことにより、これらのプランを充実・発展

させていく。

・また、平成 24年度以降、「風水害災害対策編」及び「感染症対策編」の策定に取り組んでいく。



- 5 -

国内外にわたる観光･交流の関西の実現【平成 23 年度運営目標 広域観光・文化振興分野】

戦略的課題（目指すべ方向性）

◆関西の強みを活かし、観光面から関西の浮揚を推進

○世界に誇る観光資源や歴史文化遺産を活かし、さらに魅力を高めるとともに積極的に情報発信に努め、国内だけでなく海外との地域間競争に打ち勝つ国際観光・文化圏”

関西”を目指す。

施策推進上の目標（実現に向けた今年度の目標）                        計画以上=◎ 概ね計画どおり=○ 計画どおりに進んでいない=×

平成 23 年度運営目標 達成状況（中間）

◆関西観光・文化振興計画の策定

・外国人観光誘客をはじめ、関西ＭＩＣＥや文化を活かした関西の魅力づくりなど広域観光・

文化振興施策について、有識者からなる委員会を設置し、広域連合として戦略的に取り組むべ

き重点分野や事業等を定める。

○

・関西観光・文化振興計画策定委員会(２回開催)

・関西観光・文化振興計画中間案の策定(平成２３年８月)

・パブリックコメント実施（１３名から延べ２０件）(平成２３年９月)

・関西広域連合協議会観光分野懇談会(平成２３年１１月)

・KANSAI 統合型リゾート研究会(２回開催)

◆観光誘客に向けたトップセールスを実施

・東日本大震災の影響により日本の経済・観光全体が沈滞化する中で、震災復興の観点からも

「観光で日本を元気に」するため、関西経済界とも共同して東アジア（中国）での観光プロモ

ーションを実施し、関西の元気、関西への誘客をアピールする。

◎

・中国トッププロモーションの実施(平成２３年７月)

・韓国トッププロモーションの実施(平成２３年９月)

達成状況（中間）の総合評価 取組みを踏まえた今後の課題

・広域観光について、府県の枠組みを超えて関西として取り組むべき方向や、その実現のための方

策などを示す関西観光･文化振興計画の成案化に向けてとりまとめを行っている。また、関西ＭＩＣ

Ｅの中核をなす統合型リゾートについて、問題点や課題を抽出し、議論の素地をつくるため、専門

家を交えた研究会を開催している。

・東日本大震災後、訪日観光客が激減する中、トップセールスについては、関西経済界と協働して、

現地メディアや旅行社等に対し関西・日本の安全性や関西観光の魅力を積極的にアピールすること

ができた。

・中間案に対して、パブリックコメントや連合協議会等で寄せられた意見、さらには法制化等の動きも視

野に入れながら統合型リゾートに関する研究を踏まえて、計画の成案化を行うとともに、次年度以降その

具体化を図っていく。


